
財

務

省

○

告
示
第

号

経
済
産
業
省

総

理

府
、
大

蔵

省
、
文

部

省
、

厚

生

省
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
五
年

令
第
一
号
）
第

運

輸

省
、
郵

政

省
、
労

働

省
、

建

設

省

第
三
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
特
定
技
術
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

一

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
設
計
、

製
造
及
び
使
用
に
係
る
技
術
（
公
知
の
技
術
で
あ
っ
て
、
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通

商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
二
項
第
九
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）

二

外
国
為
替
令
別
表
の
一
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
の
う
ち
、
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
十

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
重
要
管
理
対
象
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
を
行
お
う
と
す
る
者
に
報

告
を
求
め
る
事
項
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
八
号
）
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
管
理
対
象
技
術
（
貿

易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
二
項
各
号
（
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引
の
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い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
九
年

月

日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
日
以
後
に
行
う
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。
以
下
「
新
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
に
相
当
す
る
も
の
及
び
新
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す

る
特
定
取
得
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


